
自立支援医療（精神通院医療）を 
受給しているみなさまへ 

神戸市精神入院医療費助成制度を 
ご存じですか？ 

神戸市 総合コールセンタ ー 

☎  ０７８－３３３－３３３０ 
FAX   078-333-3314 
（年中無休 午前８時～午後９時まで） 

神戸市ホームページ 

神戸市精神入院医療費 

                                      

 

 

 

 

 

① 入院日時点で神戸市内に住民登録がある 

  ② 精神科病床を有する病院で、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく

入院をした（措置入院は除く） 

  ③ 入院の期間が連続して 90 日以内である 

  ④ 自立支援医療（精神通院医療）を受給している、または退院日の翌日から起算して

1 か月以内に自立支援医療（精神通院医療）の申請をして、支給決定を受けた 

※ 生活保護受給者や、福祉医療費の助成を受けることができる方は対象外です 
 

 

① 年度中の入院１回に限り助成します。 

  ② 以下の金額と、支払った自己負担額（医療費）のうち低いほうの金額を助成します。 

入院期間／年齢 69 歳以下 70 歳以上 

1 日から 30 日 11,800 5,000 

31 日から 60 日 23,600 10,000 

61 日から 90 日 35,400 15,000 

91 日以上 対象外 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

退院後、aから cの書類を郵送してください。 

a.精神入院医療費助成申請書兼請求書 

b.領収書の原本(入院期間が書いてあるもの） 

c.申請者の銀行口座通帳の写し 

郵送先 

〒650-8570 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号  

神戸市福祉局障害者支援課 

精神入院医療費助成担当 

 
対象となる方（以下のすべてを満たす方） 

 
助成の内容 

 
申請方法 

 
詳しく知りたいときは （問い合わせ先） 
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●入院について  

1 応急入院から医療保護入院となった場合

は 

対象となります 

2 措置入院解除後、同一病院で継続して入
院した場合は 

措置入院解除後の、90 日以内の入院は
対象とします 

3 「年度中の入院」とあるが、入院期間が年
度をまたぐ場合は 

退院日の属する年度の入院として扱い
ます 

4 転院して入院を継続した場合は 同じ病院での継続した入院を１回とし

ますので、いずれかの入院について申請

してください 

5 「入院期間」には入院した日を含めるか 入院した日と退院した日を含めた期間

です 

例:①4月 1 日に入院、6月 29 日に退院 

→入院期間は 90日 対象となります 

 ②4月 1 日に入院、6月 30 日に退院 

→入院期間は 91日 対象外です 

6 91 日以上の入院をした場合も、90 日以
内の入院部分について助成が受けられる
のか 

１回の入院日数が 90日以内の場合に本
制度の対象となるため、連続９１日以上
の入院は全て対象外です 

 

●申請について 

 

7 申請書類はどこで手に入るのか 以下の場所で配布しています 

・入院された精神科病院（配布してい

ない病院もあります） 

・お住まいの区役所の保健福祉課 

・神戸市ホームページ 

8 具体的な流れは     申請書類を提出    
↓ 

審 査・決定（該当/非該当） 
該当の場合：申請者の口座に助成金を振込み、

決定通知書を郵送 
非該当の場合：不承認通知書を郵送 

・審査では申請書類の不備や自立支援医療受給

状況などを確認します 

・申請から振込まで 2 か月程度かかる場合があ

ります 

9 提出した領収書は返却してもらえるのか 決定通知書/不承認通知書を郵送する際
に、領収書の原本を返却します 

10 区役所の窓口で申請できないのか 区役所窓口では申請書類を配布してい
ますが、申請はできません。申請書類
は表面に記載している郵送先へ郵送し
てください 

11 申請はいつまでにすればよいか 退院日の翌日から 1 年以内まで申請す
ることができます 
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